
政
令
第
百
九
十
五
号

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
関
税
割
当
制
度
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

（
関
税
割
当
て
の
方
法
及
び
基
準
）

第
一
条

関
税
暫
定
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
八
第
一
項
の
割
当
て
（
以
下
「
関
税
割
当
て
」
と
い
う
。

）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
に
申
請
書
（
以
下
「
関
税
割
当
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
関
税
割
当
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
法
第
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
マ
レ
ー
シ
ア
が
発
給
す
る
証
明

書
を
当
該
関
税
割
当
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
証
明
書
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
に
お
い
て
同
項
の
証
明
書
の
発
給
に
つ
き
権
限
を
有
す
る
機
関
が
発
給
し
た
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
関
税
割
当
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
別
表
に
掲
げ
る
物
品
に
つ
い
て
同
表
に
掲
げ
る
期



間
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
数
量
の
範
囲
内
で
、
第
二
項
の
証
明
書
に
基
づ
い
て
、
関
税
割
当
て
を
行
う

も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
関
税
割
当
て
は
、
当
該
関
税
割
当
て
を
行
っ
た
数
量
を
記
載
し
た
証
明
書
（
以
下
「
関
税
割
当
証
明
書
」
と
い
う

。
）
を
発
給
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

６

関
税
割
当
証
明
書
の
有
効
期
間
は
、
そ
の
交
付
の
日
か
ら
そ
の
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

７

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
関
税
割
当
申
請
書
及
び
関
税
割
当
証
明
書
の
様
式
そ
の
他
関
税
割
当
て
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
通
関
手
続
等
）

第
二
条

関
税
割
当
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
関
税
割
当
証
明
書
に
係
る
物
品
に
つ
き
法
第
八
条
の
八
第
一
項
の

譲
許
の
便
益
の
適
用
を
受
け
て
当
該
物
品
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
輸
入
申
告
（
特
例
申
告
（
関
税
法
（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
申
告
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

係
る
関
税
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
貨
物
に
あ
っ
て
は
、
特
例
申
告
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

際
し
、
当
該
関
税
割
当
証
明
書
を
税
関
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
税
関
長
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に



よ
り
輸
入
申
告
の
際
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
相
当
の
期
間
そ
の
提
出
を
猶
予
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
の
輸
入
申
告
は
、
当
該
輸
入
申
告
に
係
る
関
税
割
当
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
の
名
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
税
関
長
に
対
し
、
関
税
割
当
証
明
書
に
係
る
物
品
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
一
条
関
係
）

数

量

経
済
上
の
連

平
成
一
九
年

平
成
二
〇
年

平
成
二
一
年

平
成
二
二
年

携
に
関
す
る

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か

四
月
一
日
か



日
本
国
政
府

ら
平
成
二
〇

ら
平
成
二
一

ら
平
成
二
二

ら
平
成
二
三

と
マ
レ
ー
シ

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

年
三
月
三
一

ア
政
府
と
の

日
ま
で

日
ま
で

日
ま
で

日
ま
で

間
の
協
定
の

品

目

効
力
発
生
の

日
（
以
下
「

発
効
日
」
と

い
う
。
）
か

ら
平
成
一
九

年
三
月
三
一

日
ま
で

関
税
定
率
法
（
明
治
四
十
三
年
法
律
第
五
十
四

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
〇
〇

号
）
別
表
第
〇
八
〇
三
・
〇
〇
号
の
一
に
掲
げ

ト
ン
を
十
二

ト
ン

ト
ン

ト
ン

ト
ン



る
物
品

で
除
し
て
得

た
数
量
に
発

効
日
の
属
す

る
月
の
翌
月

（
そ
の
日
が

月
の
初
日
で

あ
る
と
き
は

、
そ
の
日
の

属
す
る
月
）

か
ら
平
成
一

九
年
三
月
ま

で
の
月
数
を

乗
じ
て
得
た



数
量
（
一
ト

ン
未
満
の
端

数
が
あ
る
と

き
は
、
こ
れ

を
四
捨
五
入

し
て
得
た
数

量
）


